
 

防衛研究所達第４号 

防衛庁の保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する訓令（平成１７

年防衛庁訓令第３４号）第５４条の規定に基づき、防衛研究所の保有する個人情

報の開示、訂正及び利用停止に関する達を次のように定める。 

平成１７年３月３０日 

 

防衛研究所長 小林 誠一  

 

防衛研究所の保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに行政 

機関等匿名加工情報の提供に関する達 

 

改正 平成１９年１月９日防衛研究所達第１号 

平成２３年９月１日防衛研究所達第５号 

平成２７年４月１０日防衛研究所達第１号 

平成２８年７月２２日防衛研究所達第５号 

令和４年３月３１日防衛研究所達第２２号 

 

目次 

第１章 総則（第１条－第４条） 

第２章 開示（第５条－第１４条） 

第３章 訂正（第１５条－第２４条） 

第４章 利用停止（第２５条－第３３条） 

第５章 行政機関等匿名加工情報の提供（第３４条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 



 

第１条 この達は、防衛研究所の保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止の手

続等について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、防衛省の保有する個人

情報の開示、訂正及び利用停止並びに行政機関非識別加工情報の提供に関する

訓令（以下「訓令」という。）に定めるもののほか、当該各号に定めるところ

による。 

(１) 防衛研究所個人情報保護課 

機関等個人情報保護責任者の事務を補佐し、防衛研究所の保有する個人

情報の開示、訂正及び利用停止の手続等に係る事務の総合調整等を行う課

をいう。 

(２) 防衛研究所開示担当部等 

防衛研究所における保有個人情報の開示等決定に係る事務を行う部等を

いう。 

(３) 防衛研究所訂正担当部等 

防衛研究所における保有個人情報の訂正等決定に係る事務を行う部等を

いう。 

(４) 防衛研究所利用停止担当部等 

防衛研究所における保有個人情報の利用停止等決定に係る事務を行う部

等をいう。 

(５) 開示担当課室 

防衛省内部部局における課、室又はこれに準ずるものであって、防衛省

の保有する個人情報の開示等決定に係る事務を行うものをいう。 

(６) 訂正担当課室 

防衛省内部部局における課、室又はこれに準ずるものであって、防衛省

の保有する個人情報の訂正等決定に係る事務を行うものをいう。 



 

(７) 利用停止担当課室 

防衛省内部部局における課、室又はこれに準ずるものであって、防衛省

の保有する個人情報の利用停止等決定に係る事務を行うものをいう。 

（防衛研究所個人情報保護課等） 

第３条 防衛研究所個人情報保護課は、企画部総務課とする。 

２ 防衛研究所開示担当部等、防衛研究所訂正担当部等及び防衛研究所利用停止

担当部等は、それぞれ企画部、政策研究部、理論研究部、地域研究部、教育部、

戦史研究センター、特別研究官（国際交流・図書担当）及び特別研究官（政策

シミュレーション担当）とする。 

（関係部等の協力） 

第４条 防衛研究所の保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続等を円

滑に進めるため、企画部、政策研究部、理論研究部、地域研究部、教育部、戦

史研究センター、特別研究官（国際交流・図書担当）及び特別研究官（政策シ

ミュレーション担当）（以下「部等」という。）は、相互に協力し、適切に事

務を遂行するものとする。 

 

第２章 開示 

（開示請求に係る照会等） 

第５条 防衛研究所個人情報保護課は、防衛省個人情報保護室から開示請求書の

写しが送付され、該当する可能性のある保有個人情報の有無等に係る照会等を

受けたときは、関係するとされる部等に当該開示請求書の写しを交付するとと

もに確認の措置を行うものとする。 

２ 開示請求書の写しを交付された部等は、該当する可能性のある保有個人情報

の有無等について防衛研究所個人情報保護課に回答するものとする。 

３ 防衛研究所個人情報保護課は、前項の回答を受けたときは、速やかに防衛省

個人情報保護室に回答するものとする。 



 

（補正等） 

第６条 防衛研究所開示担当部等は、開示請求に係る保有個人情報が訓令第１５

条に規定する補正依頼に該当すると考えられる場合は、防衛研究所個人情報保

護課に連絡するものとする。 

２ 前項の連絡を受けたときは、その旨を防衛省個人情報保護室に連絡するもの

とする。 

３ 防衛研究所個人情報保護課は、防衛省個人情報保護室から補正依頼の結果等

が連絡されたときは、その旨を防衛研究所開示担当部等に連絡するものとする。 

４ 防衛研究所が補正依頼を実施する際には、開示請求者に対し、補正依頼書（別

紙様式第１）及び開示請求書の写しを送付するものとする。 

５ 部等は、開示請求者から補正を受け付けた場合又は期日までに補正が行われ

ない場合等において、当該補正結果等を防衛研究所個人情報保護課に通知する

ものとする。 

６ 防衛研究所個人情報保護課は、開示請求者から補正を受け付けた場合若しく

は期日までに補正が行われない場合又は部等から補正結果等の通知を受けた場

合、防衛省個人情報保護室及び必要に応じ関係部課室等に補正結果等を通知す

るものとする。 

（保有個人情報の特定等） 

第７条 開示請求書の写しの交付を受けた部等は、当該開示請求に合致すると考

えられる保有個人情報を確認した場合、当該保有個人情報の写しを、該当する

保有個人情報が存在しない場合には、その旨を防衛研究所個人情報保護課に送

付又は通知するものとする。 

２ 防衛研究所個人情報保護課は、前項の規定に基づく通知を受けたときは、速

やかに防衛省個人情報保護室にその旨を通知するとともに、当該保有個人情報

が存在する場合は、当該保有個人情報の写しを送付するものとする。 

３ 防衛研究所個人情報保護課は、防衛省個人情報保護室から保有個人情報を特



 

定した旨の通知及び事務の指定を受けたときは、防衛研究所開示担当部等を指

定するとともに、その旨を防衛省個人情報保護室に通知するものとする。 

４ 防衛研究所開示担当部等は、特定された保有個人情報の写しを開示担当課室

及び防衛研究所個人情報保護課に提出するものとする。ただし、第１項の規定

により当該保有個人情報を既に開示担当課室に送付しているときは、それをも

って防衛研究所個人情報保護課への提出に代えることができる。 

５ 防衛研究所個人情報保護課は、前項の規定に基づき提出を受けた保有個人情

報を防衛省個人情報保護室に提出するものとする。 

（移送及び第三者意見聴取） 

第８条 防衛研究所開示担当部等は、開示請求に係る保有個人情報が訓令第１７

条第１項に規定する移送又は個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第８６条に規定する第三者意見聴取に該当する

と考えられる場合は、防衛研究所個人情報保護課にその旨を通知するものとす

る。 

２ 防衛研究所個人情報保護課は、前項の通知を受けたときは、その旨を開示担

当課室に通知するものとする。 

３ 防衛研究所個人情報保護課は、防衛省個人情報保護室から移送及び第三者意

見聴取に係る結果等の通知を受けたときは、その旨を防衛研究所開示担当部等

に通知するものとする。 

（開示・不開示検討） 

第９条 防衛研究所開示担当部等は、開示請求に係る保有個人情報が特定された

ときは、当該保有個人情報について全部若しくは一部を開示し、又は全部を開

示しない旨の検討を速やかに開始するものとする。 

２ 前項の検討に当たっては、開示担当課室その他の関係部局と緊密に調整を実

施するものとする。 

（開示・不開示の上申等） 



 

第１０条 防衛研究所開示担当部等は、訓令第２４条に規定する書式の通知書に

盛り込むべき内容の案を防衛研究所個人情報保護課に提出するものとする。 

２ 前項の案は、別紙様式第２によるものとし、不開示情報が記録されている部

分に明認を施した開示請求に係る保有個人情報の写しその他必要な資料を添付

するものとする。 

３ 訓令第２０条に規定する防衛大臣への上申に関する手続は、防衛研究所個人

情報保護課が行うものとする。 

（開示決定等期限の延長及び特例） 

第１１条 防衛研究所開示担当部等は、法第８３条第２項に規定する開示決定等

の期限の延長が必要な場合は、その旨を防衛研究所個人情報保護課及び開示担

当課室に通知するものとする。 

２ 防衛研究所開示担当部等は、法第８４条に規定する開示決定等の期限の特例

の適用が必要な場合は、防衛研究所個人情報保護課と協議の上、その旨を開示

担当課室に通知するとともに、必要な協議を行うものとする。 

３ 防衛研究所開示担当部等は、前２項による協議結果等を防衛研究所個人情報

保護課に通知するものとする。 

（開示決定等の通知） 

第１２条 防衛研究所個人情報保護課は、訓令第２０条第２項に基づく決定の通

知を受けた場合は、その旨を防衛研究所開示担当部等に速やかに通知するもの

とする。 

（開示情報等の記録作成） 

第１３条 防衛研究所開示担当部等は、訓令第２５条第１項に規定する記録を作

成し適切に保管するとともに、当該記録の写しを防衛研究所個人情報保護課に

提出しなければならない。 

２ 防衛研究所個人情報保護課は、訓令第２５条第１項に規定する記録を作成し

適切に保管するとともに、当該記録の写しを防衛省個人情報保護室に提出しな



 

ければならない。 

３ 防衛研究所開示担当部等は、訓令第２５条第２項に規定する写しを防衛研究

所個人情報保護課に提出するとともに適切に保存しなければならない。その際、

不開示情報が記録されている部分に明認を施しておくものとする。 

４ 防衛研究所開示担当部等は、保有個人情報が訓令第２５条第２項ただし書き

の規定に該当する場合は、当該保有個人情報の内容に係る文書等を作成し、防

衛研究所個人情報保護課に提出しなければならない。 

５ 防衛研究所個人情報保護課は、第３項の規定により提出された写し又は前項

の規定により提出された文書等を防衛省個人情報保護室に提出しなければなら

ない。 

（開示の準備等） 

第１４条 防衛研究所個人情報保護課は、防衛省個人情報保護室から訓令第２６

条に規定する申出の書類の写しを送付されたときは、防衛研究所開示担当部等

に通知するとともに、開示の実施に係る準備を開始するものとする。 

２ 前項の準備は、申出の書類の提出を要しない場合については、第１２条に規

定する決定の通知を受けたときに開始するものとする。 

３ 防衛研究所開示担当部等は、第１項の規定による通知を受けたときは、開示

に用いる行政文書を作成し、防衛研究所個人情報保護課に提出するものとする。 

４ 防衛研究所個人情報保護課は、前項の規定による文書が提出されたときは、

その内容を確認の上、開示の方法に応じ、防衛省個人情報保護室又は所定の地

方窓口に送付するものとする。 

 

第３章 訂正 

（訂正請求に係る照会等） 

第１５条 防衛研究所個人情報保護課は、防衛省個人情報保護室から訂正請求書

の写しが送付され、該当する可能性のある保有個人情報の有無等に係る照会等



 

を受けたときは、関係するとされる部等に当該訂正請求書の写しを交付すると

ともに確認の措置を行うものとする。 

２ 訂正請求書の写しを交付された部等は、該当する可能性のある保有個人情報

の有無について防衛研究所個人情報保護課に回答するものとする。 

３ 防衛研究所個人情報保護課は、前項の回答を受けたときは、速やかに防衛省

個人情報保護室に回答するものとする。 

（補正等） 

第１６条 防衛研究所訂正担当部等は、訂正請求に係る保有個人情報が訓令第３

１条に規定する補正依頼に該当すると考えられる場合は、防衛研究所個人情報

保護課に連絡するものとする。 

２ 前項の連絡を受けたときは、その旨を防衛省個人情報保護室に連絡するもの

とする。 

３ 防衛研究所個人情報保護課は、防衛省個人情報保護室から補正依頼の結果等

が連絡されたときは、その旨を防衛研究所訂正担当部等に連絡するものとする。 

４ 防衛研究所が補正依頼を実施する際には、訂正請求者に対し、補正依頼書（別

紙様式第１）及び訂正請求書の写しを送付するものとする。 

５ 部等は、訂正請求者から補正を受け付けた場合又は期日までに補正が行われ

ない場合等において、当該補正結果等を防衛研究所個人情報保護課に通知する

ものとする。 

６ 防衛研究所個人情報保護課は、訂正請求者から補正を受け付けた場合若しく

は期日までに補正が行われない場合又は部等から補正結果等の通知を受けた場

合、防衛省個人情報保護室及び必要に応じ関係部課室等に補正結果等を通知す

るものとする。 

（保有個人情報の特定等） 

第１７条 訂正請求書の写しの交付を受けた部等は、当該訂正請求に合致すると

考えられる保有個人情報を確認した場合、当該保有個人情報の写しを、該当す



 

る保有個人情報が存在しない場合には、その旨を防衛研究所個人情報保護課に

送付又は通知するものとする。 

２ 防衛研究所個人情報保護課は、前項の規定に基づく通知を受けたときは、速

やかに防衛省個人情報保護室にその旨を通知するとともに、当該保有個人情報

が存在する場合は、当該保有個人情報の写しを送付するものとする。 

３ 防衛研究所個人情報保護課は、防衛省個人情報保護室から保有個人情報を特

定した旨の通知及び事務の指定を受けたときは、防衛研究所訂正担当部等を指

定するとともに、その旨を防衛省個人情報保護室に通知するものとする。 

４ 防衛研究所訂正担当部等は、特定された保有個人情報の写しを訂正担当課室

及び防衛研究所個人情報保護課に提出するものとする。ただし、第１項の規定

により当該保有個人情報を既に訂正担当課室に送付しているときは、それをも

って防衛研究所個人情報保護課への提出に代えることができる。 

５ 防衛研究所個人情報保護課は、前項の規定に基づき提出を受けた保有個人情

報を防衛省個人情報保護室に提出するものとする。 

（移送） 

第１８条 防衛研究所訂正担当部等は、訂正請求に係る保有個人情報が訓令第３

３条に該当すると考えられる場合は、その旨を防衛研究所個人情報保護課に通

知するものとする。 

２ 防衛研究所個人情報保護課は、前項の通知を受けたときは、その旨を訂正担

当課室に通知するものとする。 

３ 防衛研究所個人情報保護課は、防衛省個人情報保護室から移送に係る結果等

の通知を受けたときは、その旨を防衛研究所訂正担当部等に通知するものとす

る。 

（訂正・不訂正検討） 

第１９条 防衛研究所訂正担当部等は、訂正請求に係る保有個人情報が特定され

たときは、当該保有個人情報について全部若しくは一部を訂正し、又は全部を



 

訂正しない旨の検討を速やかに開始するものとする。 

２ 前項の検討に当たっては、訂正担当課室その他の関係部局と緊密に調整を実

施するものとする。 

（訂正・不訂正の上申等） 

第２０条 防衛研究所訂正担当部等は、訓令第３９条に規定する書式の通知書に

盛り込むべき内容の案を防衛研究所個人情報保護課に提出するものとする。 

２ 前項の案は、別紙様式第３によるものとし、不訂正情報が記録されている部

分に明認を施した訂正請求に係る保有個人情報の写しその他必要な資料を添付

するものとする。 

３ 訓令第３５条に規定する防衛大臣への上申に関する手続は、防衛研究所個人

情報保護課が行うものとする。 

（訂正決定等期限の延長及び特例） 

第２１条 防衛研究所訂正担当部等は、法第９４条第２項に規定する訂正決定等

の期限の延長が必要な場合は、その旨を防衛研究所個人情報保護課及び訂正担

当課室に通知するものとする。 

２ 防衛研究所開示担当部等は、防衛研究所個人情報保護課と協議の上、法第９

５条に規定する訂正決定等の期限の特例の適用が必要な場合は、その旨を訂正

担当課室に通知するとともに、必要な協議を行うものとする。 

３ 防衛研究所開示担当部等は、前２項による協議結果等を防衛研究所個人情報

保護課に通知するものとする。 

（訂正決定等の通知） 

第２２条 防衛研究所個人情報保護課は、訓令第３２条第２項に基づく決定の通

知を受けた場合は、その旨を防衛研究所訂正担当部等に速やかに通知するもの

とする。 

（訂正情報等の記録作成） 

第２３条 防衛研究所訂正担当部等は、訓令第４１条第１項に規定する記録を作



 

成し適切に保管するとともに、当該記録の写しを防衛研究所個人情報保護課に

提出しなければならない。 

２ 防衛研究所個人情報保護課は、訓令第４１条第１項に規定する記録を作成し

適切に保管するとともに、当該記録の写しを防衛省個人情報保護室に提出しな

ければならない。 

３ 防衛研究所訂正担当部等は、訓令第４１条第２項に規定する写しを防衛研究

所個人情報保護課に提出するとともに適切に保存しなければならない。 

その際、不訂正情報が記録されている部分に明認を施しておくものとする。 

４ 防衛研究所訂正担当部等は、保有個人情報が訓令第４１条第２項ただし書き

の規定に該当する場合は、当該保有個人情報の内容に係る文書等を作成し、防

衛研究所個人情報保護課に提出しなければならない。 

５ 防衛研究所個人情報保護課は、第３項の規定により提出された写し又は前項

の規定により提出された文書等を防衛省個人情報保護室に提出しなければなら

ない。 

（訂正の実施） 

第２４条 防衛研究所個人情報保護課は、防衛省個人情報保護室から訓令第３５

条第２項に規定する通知の送付を受けた場合は、速やかに当該通知の写しを防

衛研究所訂正担当部等に交付するものとする。 

２ 防衛研究所訂正担当部等は、前項の訂正又は訂正しない旨の通知内容に基づ

き当該保有個人情報を訂正する処置を講じ、その結果を防衛研究所個人情報保

護課へ通知するものとする。 

 

第４章 利用停止 

（利用停止請求に係る照会等） 

第２５条 防衛研究所個人情報保護課は、防衛省個人情報保護室から利用停止請

求書の写しが送付され、該当する可能性のある保有個人情報の有無等に係る照



 

会等を受けたときは、関係するとされる部等に当該利用停止請求書の写しを交

付するとともに確認の措置を行うものとする。 

２ 利用停止請求書の写しを交付された部等は、該当する可能性のある保有個人

情報の有無について防衛研究所個人情報保護課に回答するものとする。 

３ 防衛研究所個人情報保護課は、前項の回答を受けたときは、速やかに防衛省

個人情報保護室に回答するものとする。 

（補正等） 

第２６条 防衛研究所利用停止担当部等は、利用停止請求に係る保有個人情報が

訓令第４５条に規定する補正依頼に該当すると考えられる場合は、防衛研究所

個人情報保護課に連絡するものとする。 

２ 前項の連絡を受けたときは、その旨を防衛省個人情報保護室に連絡するもの

とする。 

３ 防衛研究所個人情報保護課は、防衛省個人情報保護室から補正依頼の結果等

が連絡されたときは、その旨を防衛研究所開示担当部等に連絡するものとする。 

４ 防衛研究所が補正依頼を実施する際には、利用停止請求者に対し、補正依頼

書（別紙様式第１）及び利用停止請求書の写しを送付するものとする。 

５ 部等は、利用停止請求者から補正を受け付けた場合又は期日までに補正が行

われない場合等において、補正結果等を防衛研究所個人情報保護課に通知する

ものとする。 

６ 防衛研究所個人情報保護課は、利用停止請求者から補正を受け付けた場合若

しくは期日までに補正が行われない場合又は部等から補正結果等の通知を受け

た場合、防衛省個人情報保護室及び必要に応じ関係部課室等に補正結果等を通

知するものとする。 

（保有個人情報の特定等） 

第２７条 利用停止請求書の写しの交付を受けた部等は、当該利用停止請求に合

致すると考えられる保有個人情報を確認した場合、当該保有個人情報の写しを、



 

該当する保有個人情報が存在しない場合には、その旨を防衛研究所個人情報保

護課に送付又は通知するものとする。 

２ 防衛研究所個人情報保護課は、前項の規定に基づく通知を受けたときは、速

やかに防衛省個人情報保護室にその旨を通知するとともに、当該保有個人情報

が存在する場合は、当該保有個人情報の写しを送付するものとする。 

３ 防衛研究所個人情報保護課は、防衛省個人情報保護室から保有個人情報を特

定した旨の通知及び事務の指定を受けたときは、防衛研究所利用停止担当部等

を指定するとともに、その旨を防衛省個人情報保護室に通知するものとする。 

４ 防衛研究所利用停止担当部等は、特定された保有個人情報の複製を利用停止

担当課室及び防衛研究所個人情報保護課に提出するものとする。ただし、第１

項の規定により当該保有個人情報を既に利用停止担当課室に送付しているとき

は、それをもって防衛研究所個人情報保護課への提出に代えることができる。 

５ 防衛研究所個人情報保護課は、前項の規定に基づく提出を受けた保有個人情

報を防衛省個人情報保護室に提出するものとする。 

（利用停止・利用不停止の検討） 

第２８条 防衛研究所利用停止担当部等は、利用停止請求に係る保有個人情報が

特定されたときは、当該保有個人情報について全部若しくは一部を利用停止し、

又は全部を利用停止しない旨の検討を速やかに開始するものとする。 

２ 前項の検討に当たっては、利用停止担当課室その他の関係部局と緊密に調整

を実施するものとする。 

（利用停止・利用不停止の上申等） 

第２９条 防衛研究所利用停止担当部等は、訓令第５１条に規定する書式の通知

書に盛り込むべき内容の案を防衛研究所個人情報保護課に提出するものとする。 

２ 前項の案は、別紙様式第４によるものとし、利用不停止情報が記録されてい

る部分に明認を施した利用停止請求に係る保有個人情報の写しその他必要な資

料を添付するものとする。 



 

３ 訓令第４７条に規定する防衛大臣への上申に関する手続は、防衛研究所個人

情報保護課が行うものとする。 

（利用停止決定等期限の延長及び特例） 

第３０条 防衛研究所利用停止担当部等は、法第１０２条第２項に規定する利用

停止決定等の期限の延長が必要な場合は、その旨を防衛研究所個人情報保護課

及び利用停止担当課室に通知するものとする。 

２ 防衛研究所利用停止担当部等は、法第１０３条に規定する利用停止決定等の

期限の特例の適用が必要な場合は、防衛研究所個人情報保護課と協議の上、そ

の旨を利用停止担当課室に通知するとともに、必要な協議を行うものとする。 

３ 防衛研究所利用停止担当部等は、前２項による協議結果等を防衛研究所個人

情報保護課に通知するものとする。 

（利用停止決定等の通知） 

第３１条 防衛研究所個人情報保護課は、訓令第４７条第２項に基づく決定の通

知を受けた場合は、その旨を防衛研究所利用停止担当部等に速やかに通知する

ものとする。 

（利用停止情報等の記録作成） 

第３２条 防衛研究所利用停止担当部等は、訓令第５２条第１項に規定する記録

を作成し適切に保管するとともに、当該記録の写しを防衛研究所個人情報保護

課に提出しなければならない。 

２ 防衛研究所個人情報保護課は、訓令第５２条第１項に規定する記録を作成し

適切に保管するとともに、当該記録の写しを防衛省個人情報保護室に提出しな

ければならない。 

３ 防衛研究所利用停止担当部等は、訓令第５２条第２項に規定する写しを防衛

研究所個人情報保護課に提出するとともに適切に保存しなければならない。そ

の際、利用不停止情報が記録されている部分に明認を施しておくものとする。 

４ 防衛研究所利用停止担当部等は、保有個人情報が訓令第５２条第２項ただし



 

書きの規定に該当する場合は、当該保有個人情報の内容に係る文書等を作成し、

防衛研究所個人情報保護課に提出しなければならない。 

５ 防衛研究所個人情報保護課は、第３項の規定により提出された写し又は前項

の規定により提出された文書等を防衛省個人情報保護室に提出しなければなら

ない。 

（利用停止の実施） 

第３３条 防衛研究所個人情報保護課は、防衛省個人情報保護室から訓令第４７

条第２項に規定する通知の交付を受けた場合は、速やかに当該通知の写しを防

衛研究所利用停止担当部等に交付するものとする。 

２ 防衛研究所利用停止担当部等は、前項の利用停止又は利用停止しない旨の通

知内容に基づき当該保有個人情報を利用停止する処置を講じ、その結果を防衛

研究所個人情報保護課へ通知するものとする。 

 

第５章 行政機関等匿名加工情報の提供 

 （手続） 

第３４条 訓令第５３条の３による提案の通知を受けたときは、訓令第５３条の

４第１項の規定により手続を行うものとする。 

 

 

附 則 

この達は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年１月９日防衛研究所達第１号）（抄） 

１ この達は、平成１９年１月９日から施行する。 

２ この達の施行の際に現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これ

を修正した上で使用することができる。 

附 則（平成２３年９月１日防衛研究所達第５号）（抄） 



 

この達は、平成２３年９月１日から施行する。 

附 則（平成２７年４月１０日防衛研究所達第１号） 

この達は、平成２７年４月１０日から施行する。 

附 則（平成２８年７月２２日防衛研究所達第５号） 

この達は、平成２８年８月８日から施行する。 

附 則（令和４年３月３１日防衛研究所達第２２号） 

この達は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式第１（第６条、第１６条、第２６条関係） 



 

防研発○第○○号 

．   ．   

（請求者氏名）  殿 

 

防衛省防衛研究所長       

 

開示（訂正、利用停止）請求に対する補正について（通知） 

 

あなたが提出した示請求書には、形式上の不備があるため、下記の要領に基づ

き訂正し、 年 月 日までに同封の返信用封筒にて返送してください。 

なお、期日までに返送されない場合には、あなたの請求は個人情報保護法第１

８条第２項（第３０条第２項、第３９条第２項）の規定に基づき不開示（訂正し 

ないこと、利用停止しないこと）と決定いたします。この書面に関し、質問等が 

ある場合には、下記連絡先に連絡してください。 

 

記 

 

１ （開示請求をする者の氏名又は名称・住所又は居所） 

 

に不備があります。 

２ あなたの請求内容では、保有個人情報（訂正請求の趣旨、利用停止請求の趣

旨）が特定できません。 

あなたが知りたいと思う（訂正を求める趣旨に関する、利用停止を求める趣

旨に関する）事項をより詳しく記載してください。 

 

 

 

 

連絡先 

防衛省防衛研究所○○○ 

〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町５番１号 

℡０３－３２６８－３１１１（内）○○○○ 

別紙様式第２（第１０関係） 



 

 

保有個人情報開示請求に係る意見 

 

１ 開示請求受付番号（受付年月日） 

 

２ 保有個人情報が記録されている行政文書の名称等 

 

３ 意 見 

 

４ 開示することができない部分とその理由  

(１) 開示することができない部分の概要 

 

(２) 開示することができない理由 

 

(３) その他 

 

５ 開示する保有個人情報の利用目的 

 

６ 開示の実施の方法 

(１) 開示の実施の方法等 

行政文書の種類・数量等 開示の実施の方法 

  

(２) 事務所における開示を実施することができる日時、場所 

 

(３) 写しの送付を希望する場合の準備日数、郵送料（見込み額） 

 

７ 保有個人情報の提供先の有無及び提供先 

 

別紙様式第３（第２０条関係） 



 

 

保有個人情報訂正請求に係る意見 

 

 

１ 訂正請求受付番号（受付年月日） 

 

 

２ 保有個人情報が開示された日等 

 

 

３ 意 見 

 

 

４ 訂正しないこととした部分とその理由 

(１) 訂正しないこととした部分の概要 

 

 

(２) 訂正しないこととした理由 

 

 

(３) その他 

 

 

５ 決定した訂正の内容 

 

 

６ 保有個人情報の提供先の有無及び提供先 

 

別紙様式第４（第２９条関係） 



 

 

保有個人情報利用停止に係る意見 

 

 

１ 利用停止請求受付番号（受付年月日） 

 

 

２ 保有個人情報が開示された日等 

 

 

３ 意 見 

 

 

４ 利用停止しないこととした部分とその理由 

(１) 利用停止しないこととした部分の概要 

 

 

(２) 利用停止しないこととした理由 

 

 

(３) その他 

 

 

５ 決定した利用停止の内容 

 

 

６ 保有個人情報の提供先の有無及び提供先 

 


